
徳島県消費者教育ショート動画コンテスト案内キャラクター利用規約  

 

 

第 1 条（目的） 

本規約は、徳島県が著作権を有する消費者教育ショート動画コンテスト案内キャ

ラクター「エシカール星人」「いしハシさん」（以下「キャラクター」という。）の利

用に関する事項を定めるものとする。  

キャラクターは、消費者教育ショート動画コンテストの広報を目的として公開す

る。 

 

第 2 条（著作権） 

キャラクターに関する著作権その他一切の権利は徳島県に帰属する。 

 

第 3 条（利用について） 

利用者は、本規約に同意することで、無償でキャラクターを利用することができ

る。 

利用にあたって事前申請は必要としない。 

 

第 4 条（利用できる範囲） 

キャラクターは、次の目的で利用することができる。  

1. 令和８年度消費者教育ショート動画コンテストの広報  

2. 令和８年度消費者教育ショート動画コンテスト応募のための動画制作  

 

第 5 条（禁止事項） 

次のいずれかに該当する利用は禁止する。 

1. 法令又は公序良俗に反する利用  

2. 特定の政治活動、宗教活動又は選挙活動への利用  

3. 反社会的勢力に関係する利用 

4. 徳島県又はキャラクターの信用・品位を損なう利用  

5. 他者を誹謗中傷する利用 

6. 消費者に誤解や不利益を与える利用  

7. キャラクターを自己の商標やロゴとして登録又は使用する行為  

8. 徳島県が公式に推薦・認証していると誤認させる利用  

9. その他、徳島県が不適切と判断する利用  

 



第 6 条（デザインの改変） 

キャラクターの基本的なデザイン、色彩及び形状を著しく変更して利用すること

はできない。  

ただし、吹き出しや文字の追加、サイズ変更等の軽微な加工は可能とする。  

 

第 7 条（利用停止） 

徳島県は、本規約に違反する利用が確認された場合、利用者に対し利用の中止を

求めることができる。 

 

第 8 条（免責事項） 

キャラクターの利用により生じた利用者の損害又は第三者との間の紛争について、

徳島県は一切の責任を負わないものとする。 

 

第 9 条（規約の変更） 

徳島県は、必要に応じて本規約を変更できるものとする。  

 

附則 

本規約は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 

  



イラスト一覧  

【エシカール星人】  

      

      

    

  

 

 

【いしハシさん】  

      

      

     

 

 

 ※ 上記のほかに、各キャラクターの動画３本ずつあり。  

 


